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株式会社 アンクル熊本営業所 

 

 

※処理を始める前に以下内容をご確認ください 

  ◆電子署名に用いるカードの用意（税理士用カード／マイナンバーカード等） 

◆カードを利用するためのドライバー設定 （電子証明書管理ツール等） 

◆カードリーダーライターの用意 

◆電子証明書の登録(税理士 P4) 

  ◆【共通】【マスタ管理処理】【事務所情報の登録】業務にて税理士の利用者識別番号の登録。 

◆利用者識別番号の準備（顧問先利用者識別番号は ICS 電子申告処理で代理取得可能です） 

◆申告書／代理権限証書を作成しておく（所得税申告ｄｂ画面内で） 

 

 

 

 

 

 

令和 4年分 所得税申告 db システム 

～電子申告～ 
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事前準備【電子申告マスターの作成】 

 

※顧問先情報の登録業務を使用している場合【F12 顧問先選択】 

 

 

①業務を選択します。 

         【税務】－【電子申告システムⅡ】－【電子申告】－【電子申告処理】 

 
 

②税理士の選択を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士自身の申告を行う場合等 
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③顧問先の新規作成／作成済みの場合選択を行います。（作成済の場合、手順④へ） 

（顧問先情報未選択）           （顧問先選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※新規の場合、登録番号（ICS での管理番号）を入力し、『F3 登録』を行います。 

 
 

④基本情報の登録確認（利用者識別番号／関連付けマスター等）を行います。 

※顧問先情報の登録業務を使用している場合は顧問先情報の登録業務にて設定を行います。 

 
 

 

 

所得ｄｂ＝８ケタです。 

４ケタの場合、旧システムが電子の対象となりますので、 

申告マスターの変更より、変更を行って下さい。 

個人決算書を複数関連付けも可能です。 

（顧問先情報の登録より行って下さい。） 
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同画面から行えるその他処理について 
【F9 進捗状況】 ＰＣ内の電子申告データがどのような状態か抽出確認／印刷が出来ます。 

 

【各種登録関係】  証明書登録／暗証番号変更等の作業ができます。 

                       

※メッセージボックス強化に伴う、個人メッセージボックス転送設定を行っていない場合。 

1－E-TAX HP 内メッセージボックスに税理士でログイン 

2－『税理士カナ氏名の登録変更』を行います。 

3－委任登録（申告のお知らせ） 

4－メッセージボックスの確認 

5－E-TAX HP 内メッセージボックスに税理士でログイン 

6－『委任関係の確認・承認・解除』を行います。 

初めてカードを使用する／カードを切り 

替える（第四世代→第五世代） 

等の際に電子証明書の登録作業が必要 
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帳票の電子化 ２通りの方法で電子化できます。 

 

① -1 所得税申告ｄｂ 画面上部『電子申告データ作成』より 

 

 

① -2 作成する帳票／税理士の選択 

 

 

① -3 メッセージを確認します。 手順③へ 
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② -1 電子申告業務内『国税申告処理』より『新規作成』『所得税』を選択します。 

 

 

② -2 年度を選択します。（複数個人決算書を関連付けている場合、作成するか選択します） 

 

②-3 申告種別を選択します 

 

（利用者識別番号取得のため）開始届 
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②-4内容を確認します。 

 

 

②-5 作成する帳票／税理士を選択確認します。 

 

 

②-6 メッセージを確認します。  

 

 

 

電子化された申告書を選択し確認します。 手順③へ 
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③電子化帳票のイメージ添付・確認（表示）・電子署名・電子送信を行います。 

 

 

 

（イメージ添付について）  

所得税申告データに PDF 形式のファイルを添付して送信出来ます。 

イメージにて添付可能な帳票かをお確かめの上、添付を行って下さい。 

 

 

 

送信したくない帳票がある場合、 

チェックをつけ削除を行います。 

※署名送信前に削除して下さい。 

送信後（メッセージボックス開封後）に電子申告済を印字した帳票を出力可能 

一括処理を行う場合 
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④-1【表示】送信される帳票確認が出来ます。（必ず行って下さい） 

 

 

 

④-2 電子署名を行います。【電子署名】を選択して下さい。 

※税理士添付書面を作成している場合、下記選択画面を表示します。    
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④-3 デバイス、認証局サービス名（カード）の選択をします。 

 
 

④-４ 暗証番号(ＰＩＮ)を入力します。     

 

  

④-５ 電子証明書の確認します 

 

 

 

 

 

 

 

④-６ メッセージの確認します 
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④-７電子署名済データを電子送信します。【申告データ送信】を選択します。  

   

 

④-８ 送信する利用者識別番号でログオンを行います。（代理送信の場合税理士です） 

        ログイン後、送信作業が行われます。 

                          

 

④-９ 送信後即時通知を表示します。以上で送信完了です。 

       当画面（個別送信の場合）もしくは次項方法より受信通知（メッセージ）を確認します。 
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⑤-1 メッセージボックスの確認を行います。 

 
 

⑤-2 下記画面は『認証』を選択します。 ※法人申告の場合『スキップ』可です。 

 

 

⑤-3 電子証明書の種類を選択します。選択後、暗証番号（ＰＩＮコード）を入力します。 
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⑤-4  送信したデータに対する受付結果が表示されます。（資料はイメージです） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

保存を行った場合、保存済みメッセージの一覧表示より電子証明書 

がなくても閲覧可能となります。 
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【印刷処理】  『電子申告完了報告書』が印刷可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


